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～白石町スクールバスの運行については生徒の安全を第一に考えておりますが、安全確保に

は、町・学校のみでなく、利用者・保護者の皆様のご協力が必須となります。スクールバスを利用

するにあたり、お子様への指導やルールの遵守にご協力をお願いします。～ 

 

 白石町スクールバス運行に関する要綱に基づく 

【白石中学校】 

通学及び部活動への登下校の距離が 6.5 ㎞を超える地域に居住する生徒に対し、地域ご

とに停留所を設け、スクールバスを運行します。 

 

 

 スクールバスを利用するためには、白石町教育委員会へ申請が必要です。 

 

 年度途中での経路の変更などは原則行いませんが、利用する生徒・児童数や道路事情など

により、やむを得ず経路や運行時刻を変更する場合がありますので、ご理解、ご協力をお願

いします。 

 

 スクールバスは、委託業者が運行し、添乗員の乗車は原則ありません。 

 

【運行委託業者：大新東株式会社 嬉野営業所】 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 運行の基本方針 
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 スクールバスの利用申請 

 

・ スクールバスを利用する場合は、教育委員会へ二次元コードや URL からオンライン申

請をしてください。 

・ 利用申請書（紙）での提出もできます。 

 

 スクールバスの利用対象者  

 

・ 生徒：通学・部活動への登下校の距離が、6.5㎞を超える者 

地域区分 区域名 

福富地域 

下区の一部（直江、本通り、学校東、中央住宅、セラムコート） 

南区の一部（中昭和、南昭和、八平） 

東区、六府方区、東六府方区、住ノ江区、北区 

有明地域 新明、白岩、深浦西分、百貫、古渡、大谷、牛間田 

 

 

 利用申請の手順 

 

 

 

 

 

 申請する際の注意事項 

 

・ 申請書の内容変更（転居で対象又は対象外となったなど）や利用を停止する場合は、必

ず教育委員会又は学校にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

2 スクールバスの利用申請について 

①スクールバス対象生徒へ

利用申請の案内 

②オンライン申請 

（紙での申請） 

③教育委員会から 

許可証を交付 
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スクールバスの運行には、利用者・保護者の皆様のご協力が必要不可欠です。 

下記の注意事項を守り、安全かつ気持ちよく、毎日の学校生活を送れるようご協力をお願いい

たします。 

 

〇停留所について 

 

・ 添付資料のとおり 

 

〇 運行時刻について 

 

・ 添付資料に運行時刻表を記載しておりますが、学校行事や特別校時などで時刻が変動

する場合があるため、毎月、学校から配付する運行予定表を必ずご確認いただき、ご利

用ください。 

 

〇 利用について 

 

・ 利用する各経路の停留所及び時刻を必ずお確かめください。 

・ 毎月学校から配付される運行予定表を必ずお確かめください。 

・ スクールバスは、居住地から近い停留所と学校の往復を基本とします。 

・ スクールバスは、基本的に運行予定表どおりに運行しますが、豪雨や暴風雪などの悪天

候、また、その日の道路状況及び交通事情等の不測の事態により、予定どおりの運行と

ならない場合がございますので、予めご了承ください。その際は、学校よりメール（マチ

コミ）で連絡があります。 

・ バス委託業者や教育委員会・学校の再三の指導にもかかわらず、マナーが守られないよ

うな場合は、安全管理上、乗車をおことわりする場合があります。 

 

〇 乗降車時について 

 

・ 停留所には、発車時刻の３分前を目処に待機してください。 

・ スクールバスは基本的に公共の乗り物と同様に定時運行となりますので、乗り遅れた場

合は、各ご家庭の責任で登校をお願いします。 

 

 

 

3 利用に関する注意事項 
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〇 運行時について 

 

・ 車内の温度調節には注意を払っていますが、乗車時間の長短や、その日の体調などによ

り、車内の冷暖房調整だけでは対応しきれない場合もあることをご理解ください。 

・ 車内での飲食物（朝食、お菓子など）の持ち込み及び飲食はできません。ただし、学校で

許可されている水筒などの持込みや水分補給は可とします。 

・ 座席指定は行っていませんが、安全対策や乗車指導の一環で、座席を指定・変更するこ

とがありますのでご協力ください。 

・ 利用生徒の過失で車両もしくはその他設備等を破損させた場合は、現状を回復するの

に要した費用は保護者負担となりますので、ご了承ください。 

 

〇 連絡について 

 

・ スクールバスを利用しない場合は、学校などに連絡の必要はありません。 

・ 当日、バスに乗り遅れて、遅刻することが明らかな場合はできる限り学校へ連絡し、ご家

庭の責任において登校するようお願いします。 

 

〇 臨時運休・遅延について 

 

・ 登下校便ともに、臨時運休や大幅な遅れが発生した場合には、メール（マチコミ）で学校

から連絡します。また、連絡は可能な限りバスの出発前に周知いたしますが、事故など突

発的な事由については、出発後の連絡となることをご理解ください。 

 

〇 スクールバスに忘れ物をした場合について 

 登校時 

運転手から学校職員へ忘れ物を引き渡します。 

➡その後、学校から生徒へ忘れ物を渡します。 

※ バスに忘れ物を取りに行くことはできません。 

※ 忘れ物発生防止のため、降車の際に荷物確認をするなどご協力をお願いしま

す。 

 

 下校時 

バスは、運行完了後駐車場に戻るため忘れ物を当日中に受け取りはできません。 

翌日運航日の登校時学校到着後に学校職員へ引き渡します。 

➡その後は、登校時と同様です。 

忘れ物の受け取りを急ぐ場合は教育委員会、または、学校へご連絡ください。 
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〇 その他 

 

・ 乗り物酔いをしやすい方は、酔い止め薬やエチケット袋を持参するなど、各ご家庭で

のご対応をお願いします。 

・ 登校後、体調不良や怪我などで早退する場合にスクールバスは運行しませんので、ご

了承ください。 

 

 

〇 お問合せ先 

 

 教育委員会へ 

 申請や変更がある時 

 運行に関すること 

 乗車等マナーに関すること 

 

 

 

 

 

 中学校へ 

 忘れ物に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白石町教育委員会 

℡0952-8-7128 

Email：kyouiku@town.shiroishi.lg.jp 

白石中学校 

℡ 0952-84-2411 

mailto:kyouiku@town.shiroishi.lg.jp
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〇 事故が発生した場合（８ページのフロー図参照） 

 

① 生徒の安全確保を最優先に対応を行います。 

② 生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあたる。 

③ 関係機関に連絡し、状況を報告、応援を要請。学校・教育委員会が連携し、各担当は現場

へ行き、状況を報告。 

④ メール（マチコミ）や電話で、保護者へ連絡し、代替の登下校手段をとるか、状況によって

は保護者の方に迎えに来ていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。 

 

〇 災害が発生した場合（8ページのフロー図参照） 

 

【バスの運行前や学校にいる場合に災害が発生した場合】 

・ バスを運行するかどうかの判断を行った後、学校から保護者へ連絡します。 

 

【バスの運行中に災害が発生した場合】 

① 生徒の安全確保を最優先に対応を行います。 

② 生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあたります。 

③ 関係機関に連絡し、状況を報告、応援を要請。学校・教育委員会が連携し、各担当は現場

へ行き、状況を報告。 

④ メール（マチコミ）や電話で、保護者へ連絡し、代替の登下校手段をとるか、状況によって

は保護者の方に迎えに来ていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 事故や災害など緊急時の対応 
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〇 緊急時の連絡体制のフロー図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故が発生した場合  災害が発生した場合 

① 生徒の安全確保 

②負傷者等を確認・応急処置 110 番・119 番 

 

運行前または 

学校に待機中の場合 

 

走行可能な場合は継続運行 

 臨時運休などの情報を 

学校から保護者へ連絡 

 

③ 学校・教育委員会へ連絡 

 

④ 学校から保護者へ連絡 

 

 走行できない場合 

代替車等で対応 

※用意できない場合は学校と教育委員会で対応を協議 

 

 運行中の場合 
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〇 乗車前 

 

・ 停留所には出発時刻の３分前を目処に待機し、地域の人の迷惑にならないよう、大声で

騒いだりせず静かに待つこと。 

・ 乗り遅れたときは、学校まで自転車で行くか、保護者送迎をお願いすること。事前に家

庭で話し合い、決めておいてください。 

・ 停留所まで自転車で来る生徒は、必ず指定された駐輪場に自転車を入れてから乗車す

ること。また、盗難などについては、自己責任となるので必ずカギをかけること。 

・ 有明地域・八平・昭和搦竣工記念碑前には駐輪場はありません。停留所までは原則徒歩

で行くこと。 

 

〇 運転中 

 

・ 席に着いたらすぐにシートベルトをし、発車をしたらむやみに立ち上がらないこと。 

・ 車内では、マナーを守ること。（以下禁止事項の具体例） 

① ジュース、ガム、お菓子などの持ち込みと飲食 

② ゲーム機や音楽プレイヤ―など学校に不要な物の持ち込みと使用 

③ バスや座席の破損、落書き（場合によっては、修理費を弁償してもらいます） 

④ 乗車中にふざける、座席を離れる、窓から顔や手を出すなどの危険な行為 

・ 体調が悪くなった場合は、バスが停止した際に運転手に報告するか、近くの生徒へ伝え

ること。 

 

〇 降車時 

 

・ バスが完全に停車するまで、立ち上がらないこと。 

・ 忘れ物がないか、しっかりと確認すること。 

 

 

保護者の皆様へ 

ご家庭におかれましても、スクールバス利用のきまりについて、ご指導・ご協力をいただきます

ようお願いします。 

 

 

 

 

5 スクールバス利用の決まり（生徒） 
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資料 

停留所・運行時刻 
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  停留所 
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【平日】  登校便 

① 北区・福富ゆうあい館 線              ② 住ノ江・六府方・福富ゆうあい館 線 

１

号

車 

 停留所 発車時刻  

２

号

車 

 停留所 発車時刻 

1 北区公民館 7：20 1 住ノ江公民館 7：20 

2 福富ゆうあい館 7：28 2 六府方公民館 7：26 

   3 福富ゆうあい館 7：30 

 白石中学校 7：43  白石中学校 7：45 

所要時間 23分  所要時間 25分 

 

③ 東六府方・福富ゆうあい館 線           ④ 八平・福富ゆうあい館 線 

３

号

車 

 停留所 発車時刻  

４

号

車 

 停留所 発車時刻 

1 東六府方公民館 7：20 1 八平公民館 7：20 

2 福富ゆうあい館 7：28 2 昭和搦記念碑前 7：23 

   3 福富ゆうあい館 7：28 

 白石中学校 7：43  白石中学校 7：43 

所要時間 23分  所要時間 23分 

 

⑤ 新明 線                         ⑥ 牛間田 線 

５

号

車 

 停留所 発車時刻  

６

号

車 

 停留所 発車時刻 

1 ３B倉庫前 7：20 1 いちい公園前 7：20 

2 １B 倉庫前 7：24 2 牛間田橋 7：22 

3 ２A公民館 7：28 3 古渡公民館前 7：26 

4 ４A倉庫前 7：31 4 百貫 7：29 

 白石中学校 7：43  白石中学校 7：43 

所要時間 23分  所要時間 23分 

 

下校便 （通常運行便） 

① 白石中学校から出発  

月・火・木・金 発車時刻  水曜日 発車時刻 

下校第１便 16：30 

下校１便のみ 15：10 
下校第２便 

完全下校時間の 

５分後 

※ テスト期間中などの臨時校時は状況に合わせて、発車時刻を変更します。 

※ 別途お知らせする毎月の運行時刻表でご確認ください。 

白石中学校 
運行時刻表 
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【土曜日・祝日・長期休業中】   

登校便                   下校便 

① 六府方・東六府方・住ノ江・北区 線          

１

～

４

号

車 

 
停留所 

発車時刻  

午前便 午後便 発車時刻 

1 六府方公民館 8：05 12：05 午前便 午前便 

2 東六府方公民館 8：08 12：08 12：35 16：30 

3 住ノ江公民館 8：13 12：13 

4 北区公民館 8：16 12：16 

 白石中学校 8：30 12：30 

 ② 八平・福富ゆうあい館 線 

１

～

４

号

車 

 
停留所 

発車時刻 

午前便 午後便 

1 八平公民館 8：07 12：07 

2 昭和搦記念碑前 8：10 12：10 

3 福富ゆうあい館 8：15 12：15 

 白石中学校 8：30 12：30 

 

③ 新明 線           

５ 

号

車 
 

停留所 
発車時刻 

午前便 午前便 

1 ３B倉庫前 8：07 12：07 

2 １B 倉庫前 8：11 12：11 

3 ２A公民館 8：15 12：15 

4 ４A倉庫前 8：18 12：18 

 白石中学校 8：30 12：30 

④ 牛間田 線  

６ 

号

車 

 
停留所 

発車時刻 

午前便 午前便 

1 いちい公園前 8：07 12：07 

2 牛間田橋 8：09 12：09 

3 古渡公民館前 8：13 12：13 

4 百貫 8：16 12：16 

 白石中学校 8：30 12：30 

※全便共通 

白石中学校から出発 

※ ①②のついては日によって号車

（１～4）が変わります。 

※ 福富地域は平日と休日で運行が

異なりますのでご注意ください。 
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白石町教育委員会 

℡0952-8-7128 

Email：kyouiku@town.shiroishi.lg.jp 

             

 白石中学校 

℡ 0952-84-2411 

  

 

mailto:kyouiku@town.shiroishi.lg.jp

